
 

令和５年 第８回 三朝町教育委員会 定例会 日程 

と き：令和５年８月 25 日(金) 午後２時 30 分～ 

ところ：三朝町役場２階 第４会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 前回議事録承認 

   加藤委員、村岡委員 

 

３ 議事録署名委員指名 

    

 

４ 報告事項 

(１) 教育総務課事業について 

(２) 2023 年ドッジボール日本代表選考会の結果及び代表活動の招集について 

(３) 令和５年度中学生手作り訪仏事業について 

(４) 令和５年度台中市石岡区との中学生相互交流事業（訪台）について 

(５) 令和５年度全国学力・学習状況調査結果について【別冊】 

(６) 令和５年度「中学生による三朝町の未来を語る会」の実施について 

(７) 三朝町制施行 70 周年記念表彰候補者選考委員会委員の推薦について 

(８) 社会教育課事業について 

(９) ねんりんピック 2024 の開催について 

(10) 図書館事業について 

(11) 台風７号による文教施設等の被害状況について 

 

５ 議 事 

   議案第32号 令和６年度から使用する小学校教科用図書の採択について 

   議案第33号 令和５年度教育関係費補正予算（令和５年９月）について 

   議案第34号 令和４年度教育関係費歳入歳出決算の認定について 

 

６ 協議事項 

   (１) 三朝町いじめ問題調査委員会調査報告書について 

   (２) 教育委員会所管施設の毀損に係る対応方針について 

 

７ その他 

    

 

８ 閉 会 

次回 定例会 令和５年９月  日(   )  ：  ～（  ：  集合 ） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項(１) 

 

教育総務課事業について 

 

① 関連事業スケジュール 

月 日  時 間 内 容 備 考 

【８月】     

8月 1日 （火） ～10日 中学生学力アップ講座「夏チャレ」 中学校 

8月 3日 （木） 16:00- 大洗町・三朝町友好都市協定締結式 文化ホール 

8月 4日 （金） 10:00- キュリー祭式典 文化ホール 

8月 9日 （水）  三朝町８月臨時議会  

8月 14日 （月） ～16日 小中学校閉庁日  

8月 17日 （木）  新任教職員町内研修・教職員研修 中止 

  ～18日 中国５県教育長会研究大会 広島県府中町 

8月 18日 （金） 15:15- 第２回町就学指導連絡会  

8月 24日 （木）  中学校２学期始業式  

  9:00- 中部地区特別支援教育担当者連絡会  

8月 25日 （金） 14:30- 教育委員会定例会  

8月 27日 （日）  県スポレク祭水泳大会 東山 

8月 28日 （月）  小学校２学期始業式  

  ～ 1日 ふれあい運動 小中学校 

8月 29日 （火） ～30日 総務教育常任委員会協議会  

     

【９月】     

 9月 3日 （日）  各地区運動会  

9月 6日 （水） 9:00- 合同園長・校長会  

  9:30- 校長会  

9月 7日 （木） ～20日 三朝町９月定例議会  

9月 9日 （土）  中学校運動会 町陸上競技場 

9月 19日 （火） 19:00- 第２回訪台説明会 中学校 

9月 21日 （木） 13:30- 東伯郡就学指導委員会  北栄町 

  19:00- 第２回訪仏説明会 中学校 

  ～22日 小中学校オープン  

9月 22日 （金） 16:30- 中学生訪仏・訪台壮行会 役場ロビー 

9月 25日 （月） 15:15- 第３回町就学指導連絡会  

9月 26日 （火）  東伯郡小学校陸上大会  

9月 29日 （金） ～ 1日 中部地区中学校新人大会  

・ 台中市石岡区との中学生相互交流事業（訪台） 10月 ３日～10月 ９日 

・ 中学生手作り訪仏事業            10月 ３日～10月 10日 

・ 小学校就学時健診              10月 ５日 

・ 中部地区中学校駅伝競走大会         10 月 12日 

・ 小学校音楽会                10 月 20日 

・ 県中学校駅伝競走大会            10 月 24日 

・ 中学校ＭＭＥ                10 月 26日 
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② 児童生徒中国大会等出場結果について 

１ ライオンズクラブ国際協会 336-B地区（鳥取県・岡山県）年次大会 

国際平和ポスターコンテスト（４月 16日） 

最優秀賞 三朝中学校２年 津村明日菜 

 

２ 第 57回中国中学校陸上競技選手権大会 

  （８月４日～５日 広島広域公園陸上競技場） 

  ２年男子 100ｍ 予選敗退 川北煌晟 

  走り幅跳び   予選敗退 川北煌晟 

 

３ 第 62回鳥取県合唱フェスティバル・全日本合唱コンクール鳥取県大会 

  （８月 20日 倉吉未来中心） 

  中学校部門 混声合唱の部 銀賞（県教育長賞） 三朝中学校合唱部 

  ※中国合唱コンクール出場（９月 23日～24日 山口県岩国市） 
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2023年8月5日【ニュースリリース】

一般財団法人日本ドッジボール協会

選手番号 氏　名 年齢 在住地 出場カテゴリー 代表歴

1 服部　勝太（はっとり　しょうた） 31 愛知県 男子
2013、2014、2016、
2018S、2019M、2022M

2 篠原　謙生（しのはら　けんせい） 25 千葉県 混合
2016、2017M、2018S、
2018M、2019M、2022M

3 利光　友樹（としみつ　ゆうき） 32 福岡県 男子
2012、2013、2014、2016、
2018S、2022M

4 森　美月（もり　みづき） 27 東京都 女子/混合 2022M
5 坂場　巧海（さかば　たくみ） 21 愛知県 男子 2019M、2022M

6 岩田　晴世（いわた　はるよ） 27 奈良県 女子/混合
2014、2016、2018S、
2018M、2019M、2022M

7 中田　輝（なかた　てる） 22 愛知県 男子 2019M、2022M
8 江口　碧華（えぐち　あおか） 19 埼玉県 女子/混合 2019M、2022M
9 前川　裕史（まえかわ　ゆうじ） 22 奈良県 男子 2022M
10 石毛　花歩（いしげ　かほ） 23 千葉県 女子/混合 2018S、2019M、2022M

11 中村　光一（なかむら　こういち） 30 岐阜県 男子
2014、2016、2018S、
2018M、2019M、2022M

13 鈴木　大智（すずき　だいち） 22 宮城県 混合 2019M、2022M
14 下鳥　真菜（しもとり　まな） 25 神奈川県 女子/混合 2022M

15 樽井　祥一（たるい　しょういち） 36 奈良県 男子
2016、2018S、2018M、
2019M、2022M

16 加藤　妃莉（かとう　ひめり） 17 愛知県 女子/混合 2019M、2022M
17 鈴木　星冴（すずき　せいが） 22 愛知県 男子 初選出
18 福田　桜穂（ふくだ　さほ） 16 鳥取県 女子 2019M、2022M
19 山本　凜（やまもと　りん） 20 大阪府 混合 初選出
20 小林　元（こばやし　げん） 20 神奈川県 混合 2022M
21 髙橋　翔輝（たかはし　しょうき） 19 奈良県 男子 初選出
22 吉村　匠海（よしむら　たくみ） 24 千葉県 混合 2022M
23 岡村　紗希（おかむら　さき） 16 愛知県 女子 初選出
24 中原　聖乃（なかはら　きよの） 23 群馬県 女子 2016、2018S、2019M
25 吉川　辰哉（よしかわ　たつや） 35 滋賀県 男子 2019M、2022M
26 田鍋　成美（たなべ　なるみ） 25 大阪府 女子 初選出

27 小松　裕也（こまつ　ゆうや） 31 千葉県 男子 2013、2014、2016、2017M

28 石野　日向（いしの　ひゅうが） 17 兵庫県 男子/混合 初選出

年齢は2023年8月5日（理事会承認日）時点のもの

代表歴のSはシングルボール、Mはマルチボール（2012～2016代表はシングルボール）

なお、選手番号12番は日本代表チームのサポーターのための番号（サポーターズナンバー）とすることが決定しました。
日本代表選手の使用するグッズをサポーター向けに販売いたしますので、詳細は協会公式SNSをご確認ください。

2023 Asian Championships Riyadh　招集選手に関する通知

一般財団法人日本ドッジボール協会は、本年12月18～22日にサウジアラビアで開催される2023 Asian Championships
Riyadhに招集する日本代表選手として、下記の選手を選出しました。
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報告事項(３) 

令和５年度 中学生訪仏事業概要 

 

 

１ 事業の目的 

本町とフランス共和国ラマルー・レ・バン町の友好姉妹都市提携に基づき、相互理解と国

際理解を図るため中学生の派遣を実施し、生徒の国際感覚を養うとともに、相手国・地域を

正しく認識させ、三朝町の次代を担う人材育成を図る。 

 

２ 派遣の概要 

（１）派遣人数 

中学生６人、引率３人（教員、町職員、町国際交流員） 

（２）派遣日程 

令和５年 10 月３日～令和５年 10月 10 日の５泊８日間 ※カッコ内は日本時間 

（３）派遣に係る対応 

派遣生徒を対象に、生徒による訪仏計画の策定や準備と併せ、町国際交流員による語学・

文化講座を開催（７月中旬～９月下旬）  

日付 
午前 

午後 
訪問地名 使用交通機関 日 程 の 概 要 

10/３(火) 

(午後) 

 

国内 鳥取市 

東京 

ﾌﾗﾝｽ パリ 

教育支援バス 

飛行機 

飛行機 

三朝中学校で結団式、鳥取空港へ 

羽田空港へ 

シャルル・ド・ゴール空港へ、機内泊 

10/４(水) 

午前 

午後 

ﾌﾗﾝｽ パリ 

モンペリエ 

       

貸切バス 

飛行機 

貸切バス 

市内視察 

モンペリエ メディテラネ空港へ 

市内視察、ホテル泊 

10/５(木) 

午前 

 

午後 

ラマルー 

       

貸切バス 

公用車 

ラマルー・レ・バン町へ 

交流事業（視察等） 

ホームステイ、ホテル泊 

10/６(金) 
終日 ラマルー 

 

公用車   交流事業（学校訪問等） 

ホームステイ、ホテル泊 

10/７(土) 

終日 ラマルー 

 

ＨＦ・公用車 ホストファミリー交流（トレッキング等） 

栗の日行事 

ホームステイ、ホテル泊 

10/８(日) 

午前 

午後 

ラマルー 

 

モンペリエ 

ＨＦ・公用車 

 

貸切バス 

ホストファミリー交流（スポーツ等） 

お別れ会 

モンペリエ市へ、ホテル泊 

10/９(月) 

午前 

 

 

モンペリエ 

パリ 

国内  東京 

貸切バス 

飛行機 

飛行機 

モンペリエ メディテラネ空港へ 

シャルル・ド・ゴール空港へ 

羽田空港へ、機内泊 

10/10(火) 
(午前) 国内  鳥取市 

     三朝町 

飛行機 

教育支援バス 

鳥取空港へ 

三朝中学校、解団式 
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報告事項(４) 

令和５年度 台中市石岡区との中学生相互交流事業（訪台）概要 

 

 

１ 事業の目的 

本町と台湾台中市石岡区の交流促進協定および、三朝中学校と石岡國民中学の姉妹校盟約

に基づき、相互理解と国際理解を図るため中学生の派遣を実施し、生徒の国際感覚を養うと

ともに、相手国・地域を正しく認識させ、三朝町の次代を担う人材育成を図る。 

 

２ 派遣の概要 

（１）派遣人数 

中学生 12 人、引率５人（特別職、教員２人、町職員１人、通訳者） 

（２）派遣日程 

令和５年 10 月３日～令和５年 10 月９日の６泊７日間 

（３）派遣に係る対応 

派遣生徒を対象に、生徒による訪台の準備と併せ、鳥取県国際交流財団コーディネータ

ーによる語学・文化講座を開催（７月中旬～９月中旬） 

日付 
午前 

午後 
訪問地名 使用交通機関 日 程 の 概 要 

10/３(火) 

午前 

 

午後 

 

国内 鳥取市 

東京 

台湾 台北市 

教育支援バス 

飛行機 

飛行機 

貸切バス 

三朝町役場で結団式、鳥取空港へ 

羽田空港へ 

台北松山空港へ 

台北市内視察、ホテル泊 

10/４(水) 

午前 

午後 

 

台中市 

 

       

貸切バス 

 

HF・公用車 

石岡中学へ 

体験交流、ホストファミリー対面式 

ホームステイ、ホテル泊 

10/５(木) 

午前 

 

午後 

 

台中市 

 

HF・公用車 石岡中学・交流授業 

区役所表敬訪問 

体験交流、歓迎夕食会 

ホームステイ、ホテル泊 

10/６(金) 
終日 台中市 HF・公用車 石岡中学・交流授業 

ホームステイ、ホテル泊 

10/７(土) 
終日 台中市 

 

ＨＦ・公用車 ホストファミリー交流 

ホームステイ、ホテル泊 

10/８(日) 

午前 

 

午後 

台中市 

台北市 

国内  東京 

HF・公用車 

貸切バス 

飛行機 

石岡中学・成果発表会 

台北松山空港へ 

羽田空港へ、ホテル泊 

10/９(月) 
午前 

 

鳥取市 

三朝町 

飛行機 

教育支援バス 

鳥取空港へ 

三朝町役場へ、解団 
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報告事項(６) 

令和５年度「中学生による三朝町の未来を語る会」の実施について（案） 

 

１ ねらい  ・三朝町行政や三朝町教育行政の現状及び将来構想について、理解と関心を

深める。 

・豊かな２１世紀を築くために、自分たちで実現可能な方策を考え、提案す

る。 

 

２ 期 日  令和５年１１月２１日（火）、２８日（火） 

       ・事前学習 １１月２１日（火） ２時間程度（１００分） 

       ・語 る 会 １１月２８日（火） ２時間程度（１００分） 

 

３ 場 所  三朝町総合文化ホール大会議室 

       ※事前学習は三朝中学校 

 

４ 対 象  三朝中学校３年生 ５９人 

 

５ 内 容   (１) 事前学習 ※活動は学校 

         ■町長（副町長）あいさつ 

         ■グループ学習 

・町行政職員が参加し、三朝町行政の取組の様子や現在の三朝町の現

状や課題について説明を受け、その後各グループのテーマに沿って

話し合い、解決についての案を考える。 

・語る会に向けて、理由付けをしながら提案できるようにする。 

          ※グループ編制について 

          ・６人ずつ程度１０グループを作る。 

        【グループ案】 

         □国際交流の推進（仏・台） 

         □日本遺産（三朝温泉中心）の魅力発信 

         □日本遺産（三徳山中心）の魅力発信 

         □農業の活性化（神倉大豆をＰＲ） 

         □地域の魅力発信（小鹿渓、若杉山、きぬむすめ、梨、牛など） 

         □空校舎活用 

         □町民の健康づくり 

         □三朝町移住者促進 

         □子どもにやさしい、子どもが喜ぶ町づくり 

         □高齢者にやさしい町づくり 
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        (３) 語る会 ※活動は文化ホール 

         ・グループごとに自分たちの提案について説明し、町行政職員と協議し 

ながら、提案をブラッシュアップしていく。 

         ・提案する内容について発表できるように準備をする。 

         ・グループごとに提案発表する。 

         ・町長（副町長）、教育長からの講評を聞く。 

 

６ その他  ・中学校３年生社会科公民分野「地方自治」についての学習が、年間指導計 

画に基づき１１月頃に履修されることから、本事業の実施時期は１１月 

とする。 

       ・１グループの人数が６人程度となるようにし、生徒全員が意見を十分に発

言することができるようにする。 
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報告事項(７) 

推 薦 書 
 

次の者を三朝町制施行 70周年記念表彰候補者選考委員会の委員に推薦します。 

 

委員に推薦する者 

所  属 教育委員会代表者 

役 職 名 三朝町教育委員会教育長 

氏  名 西田 寛司 

 

三朝町長 松 浦 弘 幸 様 

 

                  令和５年７月３１日 

 

                   

 三朝町教育委員会 
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報告事項(８) 

【社会教育課】 令和５年８～９月の報告及び取組について 

日 時 事 業 名 等 場 所 備 考 

8月 1日 火 19:00 スポーツ推進委員会定例会 役場  

8月 4日 金 18:30 三朝町スポレク祭実行委員会 役場  

8月 6日 日 13:00 第２回人権教育講座(性の問題) 文化ホール 26名参加 

8月 8日 

－9日 

火 

水 
 
三朝町・城陽市文化スポーツ交流事業 

※台風６号接近により短縮日程で実施 
町内ほか 児童39名参加 

8月17日 木 13:30 三朝町日本遺産活用推進協議会 役場  

8月18日 金 13:30 
第 48回人権尊重社会を実現する鳥取県

研究集会 
米子市  

8月19日 土 9:00 青空体験塾(竹林整備と竹筒ご飯) 町内 若宮・桜づつみ 

  13:00 第３回人権教育講座(外国人の問題) 文化ホール  

8月20日 日 13:30 生きがいづくり講演会 文化ホール  

8月22日 火 10:00 第４回三朝大学(スマホの使い方講座) 文化ホール 鳥短・看護大学生 

8月23日 水 9:00 第 47回三朝町民ゴルフ大会 鳥取市 旭国際浜村温泉GC 

8月24日 木 13:30 差別をなくする三朝町集会実行委員会 役場  

8月26日 土 13:00 第２回とっとり日本遺産フォーラム 米子市  

8月27日 日 15:30 三徳山伝統建築物講演会 文化ホール  

 

日 時 事 業 名 等 場 所 備 考 

9月 3日 日 9:30 
地域協議会運動会 

(小鹿・三徳・みささ村・高勢・竹田) 
町内各地  

  16:00 賀茂まつり 野球場  

9月10日 日 9:30 第76回中部地区駅伝競走大会 
琴浦町～ 

三朝町 
東伯郡体育協会 

9月12日 火 19:00 スポーツ推進委員会定例会 役場  

9月13日 水 16:00 倉吉地区少年補導センター街頭補導 町内  

9月14日 木 19:00 第４回人権教育講座(こどもの人権) 文化ホール  

9月16日 土 9:00 青空体験塾(森林体験・山遊び) 町内  

9月22日 金 13:30 第５回三朝大学(くらそうサロン) 文化ホール 総産高ビジネス科 

9月30日 土 9:00 日本遺産三徳山・三朝温泉ウォーク 町内  

 ■ 10月 1日(日)12:00 第43回日本海駅伝競走大会 

 ■ 10月 7日(土)10:00 第５回人権教育講座(地域の問題) 

 ■ 10月 8日(日) 9:30 三朝町民スポーツ・レクリエーション祭 
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報告事項(９) 

 

第３６回全国健康保健福祉祭鳥取大会 

～ねんりんピックはばたけ鳥取 2024～ 
 

【ねんりんピックとは】 

「ねんりんピック」の愛称で親しまれている「全国健康福祉祭」は、60歳以上の高齢者を中心

とする各種スポーツ競技のほか、文化や健康福祉に関する多彩なイベントを通じ、あらゆる世代

の人たちが楽しめる総合的な祭典です。 

 2024年(R6)に鳥取県で開催予定であり、本町はペタンク競技の実施会場となっています。 

 

【ねんりんピックはばたけ鳥取 2024の開催】 

 １．主 催  厚生労働省・開催都道府県・（一財）長寿社会開発センター 

 ２．名 称  第 36回全国健康福祉祭鳥取大会 

 ～ねんりんピックはばたけ鳥取 2024～ 

 ３．会 期  令和６年 10月 19日（土）～22日（火） 

 ４．テーマ  「咲かせよう 砂丘に長寿と 笑みの花」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本町における開催に向けた動き】 

年月 会議名 内容 

R5.5.9 
三朝町実行委員会 

（設立総会） 

実行委員会の設立、会則、事業計画、予算、運営委

員会への委任事項 ※全て承認 

R5.5.17 
三朝町実行委員会 

（第１回運営委員会） 

役割分担の決定等 

※社会教育課は競技担当 

R5.6.6 
三朝町実行委員会 

（第１回競技委員会） 

競技委員会の主管が社会教育課に移行 

プレ大会及び本大会の開催要項を協議 

R5.7.3 
三朝町実行委員会 

（第２回運営委員会） 

プレ大会及び本大会の開催計画、愛媛大会 2023 視

察について協議 

R5.7.18 
三朝町実行委員会 

（第２回競技委員会） 

プレ大会及び本大会の開催要項（案）、大会会場設置

図（案）のとりまとめ 
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ミササラドン 
(ペタンク ver.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【ねんりんピックとっとり大会のスケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【リハーサル大会及び令和５年度(第 32回)日仏親善交流オープンペタンク大会】 

 本大会前のプレ大会として次の日程で開催予定。 

 １．期 日 令和５年 10月 22日（日） 

 ２．会 場 町営三朝陸上競技場 

 ３．主 催 (１) リハーサル大会（三朝町実行委員会） 

       (２) 日仏親善大会（鳥取県ペタンク連盟） 

 ４．その他 (１) 参加対象を分類(日仏親善大会は連盟Ｄランク指定大会) 

(２) 同日開催とし、本大会を想定した大会規模で実施予定 

■会長 

松浦町長 

■副会長 

 赤坂副町長 

 西田教育長 

○競技委員会 主管：社会教育課 

○事務局 主管：福祉課 

 運営担当：福祉課 

 健康担当：企画健康課 

 観光担当：観光交流課 

 競技担当：社会教育課 

R5.10.22 開催 

運営委員会 

で協議検討 
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報告事項(10)

【図書館】　令和５年８～９月の報告及び取組について

≪８月の実績≫

館内展示 「原爆・戦争」パネル展示（7/28～8/23）… 　205冊展示（貸出冊数　　冊）

絵本展示 夏・海・怖い本特集（6/20～8/30）…　304冊展示（貸出冊数延べ　　冊）

児童書コーナー （特設）夏休み宿題おたすけコーナー（7/16～8/30 ）…　121冊展示（貸出冊数延べ　　冊）

一般書コーナー

★親子で楽しむおはなし会　8/20(日)…　参加者　親子１組（大人１名、子ども３名）

9月

1日（金）

2日（土）

3日（日）

4日（月）

5日（火）

6日（水）

7日（木）

8日（金）

9日（土）

10日（日）

11日（月）

12日（火）

13日（水）

14日（木）

15日（金）

16日（土）

17日（日）

18日（月）

19日（火）

20日（水）

21日（木）

22日（金）

23日（土）

24日（日）

25日（月）

26日（火）

27日（水）

28日（木）

29日（金）

30日（土）

　

その他

≪９月の特集・イベント≫
（展示）結核予防パネル展示（8/24～9/3）　倉吉保健所・企画健康課
（展示）世界アルツハイマーデー啓発展示（9/5～10/1）　町包括支援センター
（絵本）（予定）敬老の日特集（8/30～　）・（予定）月に関する本の展示（8/30～　）
（一般）芥川賞・直木賞　受賞作家　特設コーナー（7/21～　）
　　　　追悼　作家　森村誠一さん　特設コーナー（8/1～　）
　　　　追悼　ベニシア・スタンリー・スミスさん（ハーブ研究家/NHK番組『猫のしっぽ カエルの手』出演など）
　　　　特設コーナー（８/1～　）
　　　　県立図書館からの協力貸出図書コーナー（９/15～　）3か月間　約180冊

みささ英語村（14:00～16:00） 図書館２階会議室

休館日（祝日：敬老の日）

（予定）移動図書館

３歳児健診（絵本展示） 文化ホール

休館日

蔵書点検（～29日（金）まで）

相互貸借集配（県立図書館）

館内清掃（業者委託）

児童サービス実務研修・担当者会（湯梨浜町）

（予定）下西谷・田代

移動図書館

新任図書館長研修（～22日 オンライン研修）

竹田保・JA竹田・下西谷

（予定）三朝中図書委員　選書

移動図書館 こども園・神倉・山田（温泉病院）

（予定）三朝中学校　配本

親子で楽しむおはなし会（10:30～） 館内絵本じゅうたんコーナー

移動図書館

学校･町立･県立図書館担当者連絡会（10:40～12:00）

三朝・レスポワール・西学童（読み聞かせ）

相互貸借集配（県立図書館）

移動図書館 竹田公・加谷・曹源寺・余戸・東小鹿・三朝・山田

みささ英語村（14:00～16:00） 図書館２階会議室

休館日

移動図書館 バイオリン美術館・片柴（三徳センター）

移動図書館

おさなご健診（２歳のびのび）

賀茂保育園・支援センター・三喜苑

仁の里・みのり・太郎田・小河内

★夏休み企画『サイコロとしょかんくじ』（7/15～8/30）…　参加者数延べ300人（スタンプカード回収74枚）

県立図書館からの協力貸出図書コーナー（6/9～8/15）…　145冊展示（貸出冊数延べ153冊）

みささ図書館月間スケジュール

行　　事 備　　考

休館日

移動図書館 なの花

結

核

予

防

展

示

世

界

ア

ル

ツ

ハ

イ

マ

ー
デ

ー
啓

発

展

示
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報告事項(11) 

 

令和５年８月 15日台風７号に係る被害状況について 

 

１．教育関係施設（８月 16日 現場確認） 

(１) 三朝中学校       目立った被害なし（雨漏り３か所） 

(２) 三朝小学校       目立った被害なし（雨漏り２か所） 

(３) 新校舎建設現場     被害なし 

(４) 調理センター      被害なし 

(５) 西学童クラブ(旧寄宿舎)  目立った被害なし（雨漏り１か所） 

(６) 図書館         被害なし 

 

２．社会体育施設（８月 16日 現場確認 → ８月 21日 対応状況） 

(１) トレーニングセンター  被害なし 

(２) 町営三朝陸上競技場   目立った被害なし（管理棟裏の側溝に土砂が流入） 

               →8/18に側溝の土砂撤去作業を実施済 

(３) 美の田テニス場     目立った被害なし（排水側溝に土砂が流入） 

(４) 多目的スポーツ広場   被害なし 

(５) 町営三朝球場      目立った被害なし（グラウンドに水道発生、排水側溝に土砂流入） 

(６) 竹田地区町民体育館   目立った被害なし（入口南側汚水枡から汚泥が溢れ入口付近に流出） 

 (７) 町民武道館       被害なし 

 

３．文化財関係 ※主だったもの（８月 16日 現場確認 → ８月 21日 対応状況） 

(１) 登録有形文化財 

・三朝橋         被害なし 

・南苑寺 山門       被害なし 

(２) 名勝及び史跡三徳山 

  ・三佛寺         庫裏、本堂、宝物殿、行者道の建造物群（三佛寺確認）に被害なし 

               →8/18から参拝登山可 

  ・輪光院         建物に被害なし（倉庫下の法面が崩落し、皆成院敷地に流入） 

               →崩落により浄化槽の排水パイプが破損し、トイレ等が使用不能 

               →町内業者が仮設パイプを設置し解消済 

               ※正善院、皆成院、受付所横トイレ、天狗堂は影響なし 

  ・正善院         建物に被害なし（庭園の池の取水パイプ破損） 

  ・皆成院         一時床下浸水（15cm程度）、建物土台の一部陥没 

               →町内業者が陥没箇所の埋設作業を実施済 

  ・岩崎旅館庭園      被害なし 

   ・小鹿渓         ※県道三朝中線 全面通行止のため確認不可（8/21時点） 

   ・中津普賢堂                〃 

(３) その他三徳山関係 

   ・コリトリ川(因伯の名水) 遊歩道崩落、通行不能 

   ・観音院駐車場      県道側から土砂流入（部分的に８cm程度） 

               →8/17土砂撤去済 

   ・神倉「湯」地点     目立った被害なし（部分的に養生シートが剥離） 
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議案第 32号 

 

   令和６年度から使用する小学校教科用図書の採択について 

 

 次のとおり令和６年度から使用する小学校教科用図書の採択について、義務教育諸学校の

教科用図書の無償措置に関する法律（昭和 38年法律第 182号）第 13条第５項の規定により、

本委員会の承認を求める。 

 

  令和５年８月 25日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

 

採択する教科書  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 

○義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 

（教科用図書の採択）  

第 13条 都道府県内の義務教育諸学校（都道府県立の義務教育諸学校を除く。）において使用する教

科用図書の採択は、第 10条の規定によって当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助

により、種目（教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。）ごとに一種の教科用図

書について行なうものとする。  

４ 第１項の場合において、採択地区が２以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択

地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校、中

学校及び義務教育学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会（次項

及び第 17条において「採択地区協議会」という。）を設けなければならない。 

５ 前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の

結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。 

６ 第１項から第３項まで及び前項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法（昭和 23年法律第 132

号。以下「臨時措置法」という。）第６条第１項の規定により文部科学大臣から送付される目録に登

載された教科用図書のうちから行わなければならない。ただし、学校教育法附則第９条第１項に規

定する教科用図書については、この限りでない。 
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別紙（議案第32号関係）

発　行　者

1 国語 光村図書

2 書写 光村図書

3 社会 東京書籍

4 地図 帝国書院

5 算数 算数 啓林館

6 理科 理科 啓林館

7 生活 生活 東京書籍

8 音楽 音楽 教育芸術社

9 図画工作 図画工作 日本文教出版

10 家庭 家庭 開隆堂

11 体育 保健 学研教育みらい

12 外国語 英語 啓林館

13
特別の教科

道徳
道徳 日本文教出版

小学校国語

Blue Sky elementary

小学道徳　生きる力

わくわく理科

わたしたちの家庭科

新編　あたらしい　せいかつ

小学生の音楽

図画工作

新・みんなの保健

書写

社会

新しい社会

楽しく学ぶ小学生の地図帳

わくわく算数

令和６年度に使用する小学校教科用図書の選定結果

中部地区教科用図書採択協議会

教科・種目 書　　　　名

国語
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議案第 33号 

 

   令和５年度教育関係費補正予算（令和５年９月）について 

 

 次のとおり令和５年度教育関係費補正予算を要求することについて、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 29条の規定により、本委員会の意見

を求める。 

 

  令和５年８月 25日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育委員会の意見聴取） 

第 29条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に

関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員

会の意見をきかなければならない。 
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単位：千円

科　　目 中事業名
補正前の
予算額

補正額
補正後の
予算額

主　な　内　容

体育施設
管理費

武道館一般管理費 398 517 915 落下天井部分の張替工事費

社会教育課計 398 517 915

【社会教育課】

別紙（議案第33号関係）

令和５年度教育関係費　歳出補正予算（令和５年９月）案
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議案第 34号 

 

   令和４年度教育関係費歳入歳出決算の認定について 

 

 次のとおり令和４年度教育関係費歳入歳出決算について、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 29条の規定により、本委員会の意見を求める。 

 

  令和５年８月 25日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

 

別冊資料のとおり 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育委員会の意見聴取） 

第 29条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関

する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会

の意見をきかなければならない。 
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協議事項(１) 

 

  三朝町いじめ問題調査委員会調査報告書について 

 

 三朝町いじめ問題調査委員会調査報告書について、協議する。 

 

 

 

別紙のとおり  
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協議事項(２) 

 

   教育委員会所管施設の毀損に係る対応方針について 

 

 三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和 45年教委規則第４号）三朝町小・中

学校通級指導教室実施要綱（平成 24年教委告示第 39号）第４条の規定に基づき、本委員会

の意見を求める。 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 

○三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則 

（委任事項） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

(１) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

(２) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 

(３) 学校その他の教育機関の名称を変更すること。 

(４) 学校その他の教育機関の敷地の選定及び変更を申し出ること。 

(５) 教育予算その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案に対す

る意見の申出に関すること。 

(６) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

(７) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に

関すること。ただし、臨時的任用職員を除く。 

(８) 県費負担教職員の任免その他の進退に関し内申すること。 

(９) 社会教育委員その他の法令又は条例に基づく委員会、審議会等の委員を任命し、又は委嘱する

こと。 

(10) １件 300万円以上の教育財産の取得を申し出ること。 

(11) １件 500万円以上の工事の計画を策定すること。 

(12) 通学区域を設定し、又はこれを変更すること。 

(13) 教育委員会の権限に属する事務（教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務を

含む。）の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。 

 

（特例） 

第４条 教育長は、第２条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生

じたときは、これを教育委員会に諮らなければならない。 
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別紙（協議事項(２)関係） 

 

教育委員会所管施設の毀損に係る対応方針について 

 

 １ 経過 

   今年６月下旬から７月にかけて、多目的スポーツ広場（旧テニス場）の洋式トイレの便

座が毀損される事案が発生しており、調査を進めた結果、行為者の特定に至った。 

   ※詳細な経過は別紙１のとおり 

 

 ２ 被害状況及び現状復旧に係る費用 

   (1) 被害状況 

     洋式便座の固定部品及び便座可動部軸の破損 

     ※７月 18日から当該トイレ使用不可の措置を講じている。 

   (2) 現状復旧に係る費用 

     修繕費 16,500円（税込） （別紙２見積書） 

 

 ３ 本事案に対する損害賠償請求 

   精神、認知等の障がいが認められる者に対する損害賠償請求について 

   民法では、 
 

（責任能力） 

第 713 条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間

に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって

一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 
 

   と定めている。このため、責任無能力者は原則として損害賠償を負わないことになって

いるが、故意又は過失の場合はこの限りではないと定めてあり、次条では、 
 

（責任無能力者の監督義務者等の責任） 

第 714条 

1. 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無

能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を

賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその

義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 

2. 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 
 

   とあり、本事案は本町に過失がないこと、又、この責任無能力者を監督する法定の義務

を負う者（精神保健法の「保護者」等で、通常は家族がその立場にあること）が損害賠償

責任を負うことが原則であると判断される。 

 

 ４ 対応方針 

   以上のことから本事案に係る対応について次のとおりとする。 

   (1) 示談書による和解とし、原状復旧に係る修繕費用の全額弁償を求める。 

   (2) 再犯防止の念書（本人及び母）について提出を求める。 

  

  【補足事項】 

   ・厳罰を求めるほどの損害でないため、示談による和解が適当と判断されるが、一方で

再三にわたり、当該施設を訪れるなど、執着が覗えることから、再犯が懸念される。 

   ・行為者は知的障がいが認められることから、監督義務者である家族（母）にも再犯防

止のために責を負っていただく必要がある。 
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別紙（協議事項(２)関係） 

別紙１ 

 

多目的スポーツ広場洋式トイレ便座毀損事案 

経過詳細 

日付 内容 

６月 18 日 当該施設の清掃委託先である町シルバー人材センターから洋式トイレ

の便座の固定部品が破損していると報告があり、現場を確認。 

７月７日 同トイレ内にて「便座が欲しい」旨の意味不明なメモ書きを発見。 

７月 18 日 同トイレで便座の軸が折れ曲がっていることを確認。また併せて 7 日と

類似した内容のメモ書きが現場に残されていた。 

 同トイレを当面の間、使用禁止にする。 

７月 19 日 器物損壊事案として、倉吉警察署に被害届を提出。 

７月 31 日 同トイレに新たなメモ（使用禁止の張り紙に記載）を発見。 

これまで同様に便座が欲しいという内容と記述者と思われる住所と氏

名が記載されており、器物損壊事案との関連性が高いと判断し、倉吉警

察署に通報。 

８月９日 倉吉警察署から次の内容について報告があり、町教委として本件につい

て、厳罰を望むか、又は現状復旧に係る弁償（で示談）とするか方針を

確認したいとの問い合わせがあった。 

 

【８月８日（火）】 

・倉吉警察署員がメモに記載された住所を訪問。当該住所地には、メモ

書きを記載したと思われる行為者とその母が在宅。 

・行為者に任意聴取したところ、「（便座を取ろうとしたことは）自分が

やった。」と供述。 

・行為者は知的障がい者であり、社会生活への適応困難者でもある。 

・同日、倉吉警察署員が、行為者同行のもと、現場検証を実施。 

 現場検証では、「トイレの蓋が欲しくなった。」「便座を取ろうとして破

損させた。」「便座が取れなかったので、そのままの場所に戻した。」と

供述があった。 

・母親は本事案について謝罪の意向あり。 

 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三朝球場 

テニス場 

多目的スポーツ広場 
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別紙（協議事項(２)関係） 
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